
二次予防事業の流れ

健康いきいきチェック送付（2年に一度）

ケアマネジメント

健康いきいきチェックの返送

事業参加拒否
事業参加の意思あり

・健康マイレージ事業
・筋力向上トレーニング啓発事業
・元気でハツラツ健康アップ教室
・百万人の介護予防事業
　（きたきゅう体操、ひまわり太極拳）
・高齢者食生活改善事業
・高齢者尿失禁予防事業
・公園で健康づくり事業
・地域交流型デイサービス
・認知症を予防するための心と体の
　健康づくり事業
　　　　　　　　　　　　　　　　など

非該当など

二次予防事業対象者非該当

はがきを
送付

介護予防効果の評価
3～6ヵ月後の評価・継続支援の検討

健康いきいきチェック送付
対象者以外

はがきを
送付

二次予防事業対象者の決定

二次予防事業対象者に対するアプローチ
①二次予防事業について説明
②支援のための家庭訪問の可否を確認

アセスメント実施
（介護予防健診を含む）

○通所型介護予防事業
　　運動器の機能向上プログラム
　　口腔機能向上プログラム
　　複合型プログラム
　　筋力向上トレーニング啓発事業
　　（二次予防事業対象者コース）
　　地域交流型デイサービス

○訪問型介護予防事業
　　（栄養改善訪問を含む）

二次予防事業の実施

終了

・一次予防事業
・地域の市民センターなどでの活動
・インフォーマルなサービスを利用しての健康づくり　　　など

一次予防事業
介護予防事業以外の
健康づくり活動
（例）
・個人での健康づくり
　ウォーキング
　ラジオ体操
　グランドゴルフ
・地域での活動に参加
　市民センターや公民
　会のクラブ、老人会
　婦人会など
・仕事
　　　　　　　　　　　など

健康づくりの
取組みなし

個人で健康づくり

65歳以上の高齢者　（要支援・要介護者を除く）

※相談窓口などを掲載

※相談窓口などを掲載

二次予防事業対象者へのアプローチ

民生委員や三
師会からの連
絡、地域包括
支援センター
への相談、な
どのルート


